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関市スポーツ講演会

過度な受診控えは病気の重症化など健康を害するおそれがあります

照会先 （一財）関市体育協会  ☎23-8525
関市若草通2丁目1番地

元中日ドラゴンズ  和田 一浩  講演会　　不撓不屈  ～野球が教えてくれた３つのこと～
主　催　関市、（一財）関市体育協会
日　時　1月30日（土）
　　　　開場　正午　　開演　午後1時
場　所　学習情報館　多目的ホール
定　員　75人（一般分）　申込順
申込方法　1月15日（金）午前9時から、せきしんふれ愛
アリーナ窓口で整理券を配布します。（一人2枚まで）

　医療機関では、しっかりと感染症予防対策が行われています。必要な受診は遅らせないようにしましょう。
また、自覚症状のない病気もあるので、定期検査や予防接種も大切です。

和田一浩さんについて
1972年6月19日生まれ / 岐阜市出身
1996年にプロ入りし、2015年に史上最年長で
2000本安打を達成し、名球会入りを果たしました。
現在は野球解説者、少年野球の指導、イベント出演、
講演などで活躍されています。

入場無料

　関市内の医療機関は新型コロナウ
イルス・インフルエンザの感染対策
を十分行った体制で診療していま
す。新型コロナウイルスが怖いので
定期受診や健診受診をためらうと、
病態悪化・病気発見の遅れなどが生
じるおそれがあります。「みんなで
安心マーク」が掲示されている医療
機関の受診をお勧めします。

武儀医師会会長　　平岡哲也

　マスクを常につけている毎日、本
当に嫌ですね。話す事が少なくなっ
た、大きな口を開けなくなったなど、
口を使うことが少なくなることで、
口の中が汚れたり、機能が衰えてき
ます。そのため、むし歯や歯周病が
重症化することがあります。歯科医
院では従来から感染対策に重点が置
かれており、今日まで歯科治療にお
けるコロナの感染は全国で一例も起
きていません。安心してかかりつけ
歯科医院に受診してください。

関歯科医師会会長　　各務勲次

詳しくは
こちら

詳しくは
こちら
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◆公表場所　
市ホームページ、各担当課、企画広報課、各地域事務所、西部支所、市立図書館など

◆意見を提出できる人　
市内に在住、在勤、在学の人または市内に事務所、事業所をお持ちの人や団体

◆意見の提出方法　　
住所、氏名、意見を記入し、次のいずれかの方法で提出してください。　①持参、②郵送、③ファクス、④電子メール

※所定の様式は公表場所または市ホームページから入手できます。同様の内容が記載してあれば任意の様式でも可能
です。口頭や電話での意見はご遠慮ください。
※提出された意見とそれに対する市の考え方を、意見募集期間終了後に公表します。（意見提出者の住所・氏名は公表
しません。）

　市の基本的な政策や制度を定める計画や条例を決める場合に、その案など内容を
広く市民の皆さんに公表します。
　皆さんから寄せられたご意見を、条例や計画などに反映させることで、よりよい
行政を目指します。どうぞお気軽にご意見をお寄せください。

パブリックコメント募集 照会先 企画広報課  ☎23-9261

　高齢者が役割と生きがいを持って住み慣れた地
域で暮らせる「地域共生社会」の実現に向け、今
後3年間の高齢者施策および介護保険事業に係る保
険給付の円滑な実施に関する取組を示す計画です。
■ 募集期間	 1月6日（水）～2月5日（金）
■ 照会・提出先	 高齢福祉課
	 （☎23-8127　 	23-7748
	 	 	korei@city.seki.lg.jp）

第8期せき高齢者プラン21
（介護保険事業計画・高齢者福祉計画）

　障がい児者の福祉サービスなどの円滑な実施を確
保するための考え方や目標を設定し、その目標を達
成するための今後3年間の取組を示す計画です。
■ 募集期間	 1月6日(水)～2月5日(金)
■ 照会・提出先	 福祉政策課
	 （☎23-9032　 	23-7748
	 	 	fukushi@city.seki.lg.jp)

第6期関市障がい福祉計画および
第2期関市障がい児福祉計画（案）

　都市計画法に基づき策定するまちづくり構想で、土
地利用や道路、公園、下水道といった都市施設などの
今後の方向性を示す計画です。
■ 募集期間	 1月29日（金）～2月26日（金）
■ 照会・提出先	 都市計画課
	 （☎23-7812	　 23-7746
	 toshikeikaku@city.seki.lg.jp）

関市都市計画マスタープラン（案）

　生活環境の保全と公衆衛生の向上を図りつつ、一
般廃棄物の適正な処理に関する取組を示す計画です。
■ 募集期間	 1月6日（水）～2月5日（金）
■ 照会・提出先	 環境課
	 （☎23-6733　 	23-7750
	 	 	kankyo@city.seki.lg.jp）

第2次関市一般廃棄物処理基本計画（案）

パブリックコメントの流れ

計画などの案を策定
▼

市ホームページ、市広報紙などで手続実施を予告
▼

計画などの案を公表
▼

30日以上の期間を設定して、ご意見などを募集
▼

ご意見などに対する市の考え方を公表
▼

ご意見などを考慮して最終案を決定
▼

議決を要する案件は、議会へ提出
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▪期日前投票所（臨時期日前投票所）の案内

期日前投票所施設名 開設する期間 開設する時間
関市役所 1月8日（金）～1月23日（土） 午前8時30分～午後8時
各地域事務所（洞戸・板取・武芸川・武儀・上之保）	
西部ふれあいセンター 1月18日（月）～1月23日（土）午前8時30分～午後8時

板取門原集会場	/	上之保鳥屋市集会場 1月13日（水） 午後1時30分～午後4時
板取集落センター	/	上之保つどいの家 1月14日（木） 午後1時30分～午後4時
板取中切集会場	/	上之保船山集会場 1月15日（金） 午後1時30分～午後4時
関商工高等学校（至誠館） 1月15日（金） 午後3時30分～午後6時30分

不在者投票制度
　特定の事由により投票所に行くことができない場合、次のとおり不在者投票制度を利用できます。ただし、手
続に時間がかかる場合があるため、事前に関市選挙管理委員会までお問い合わせください。

対象者 投票用紙の請求先 投票する場所
仕事などで関市外に長期滞在している人 関市選挙管理委員会 滞在する市町村の選挙管理委員会
指定不在者投票施設に入院・入所する人 施設の担当者 入院・入所している施設内投票所
郵便投票証明書を持っている人 関市選挙管理委員会 自宅

照会先 選挙管理委員会  ☎23-6803

※ 1時間あたりの投票者数（関市全体）

新型コロナウイルス感染症対策
▪投票所で行う感染症対策
	 ○投票所職員のマスクの着用
	 ○手指用アルコール消毒液の設置
	 ○投票所内の換気
	 ○投票用紙記載台・鉛筆などの消毒
▪選挙人にお願いする感染症対策
　選挙人の皆様におかれましても、
以下の感染症対策へのご協力をお
願いします。
　○投票所内でのマスクの着用・咳　　　
　　エチケット
　○来所前後の手洗いうがい
　○周囲の人との間隔の確保　など
▪投票所の混雑状況について（参考）
　右のグラフは、昨年度執行した参
議院議員通常選挙での投票所の混
雑状況をグラフ化したものです。
密を避けるために、これを参考に、
比較的空いた日程・時間帯での投
票にご協力お願いします。
※なお、投票所では持参した鉛筆
（シャープペンシル）が使用でき
ます。
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　令和3年2月5日の任期満了に伴う岐阜県知事選挙が、以下のとおり執行される予定です。

告示日・投開票日
【告示日】1月7日（木）　　【投票日】1月24日（日）　　【投票時間】午前7時～午後8時

投票所
▪投票所の変更
　安桜西投票区の投票所を、以下の通り変更します。

前回投票所（令和元年7月参院選） 今回投票所
アピセ・関（平和通7丁目5番地1） 関市文化会館（桜本町2丁目30番地1）

▪閉鎖時刻繰上げ
　次の投票所では閉鎖時刻が通常と異なります。

投票区 投票所 閉鎖する時刻 投票区 投票所 閉鎖する時刻
洞戸南 洞戸事務所 午後7時 富之保 武儀生涯学習センター 午後7時
洞戸北 洞戸高見集会場 午後7時 中之保 武儀事務所 午後7時
板取南 板取事務所 午後6時 下之保 道の駅平成（武儀エコピアセンター） 午後7時
板取北 板取田口集会場 午後6時 上之保北 上之保行合集会場 午後6時
寺尾 寺尾公民館 午後7時 上之保南 上之保生涯学習センター 午後6時

▪注意事項
　　令和2年12月14日以後に関市内で転居をした人は、転居前の住所地で登録された投票所での投票になります。
　　投票所には18歳未満の子どもと一緒に入ることができます。ただし、18歳未満の子どもが投票用紙への記
入や投票箱へ投函することはできません。

投票できる人
　　関市で岐阜県知事選挙に投票できるのは、次の要件すべてを満たす人です。
○【住所要件】令和2年10月6日までに関市へ転入の届出をし、引き続き3か月以上居住すること。
○【年齢要件】出生日が平成15年1月25日以前であること（選挙期日時点で満18歳以上）。
○関市の選挙人名簿に登録されており、選挙権が停止になっていないこと。　
○岐阜県内に居住しており、かつ岐阜県内の他市町村の選挙人名簿に登録されていないこと。　
※関市から転出した人は、現住所が岐阜県内であることの確認が必要なため、受付に時間をいただく場合があ
ります。この時、関市または転出先の市町村が発行する「引き続き岐阜県の区域内に住所を有する旨の証明
書」を持参いただくと、受付にかかる時間を短縮できます。詳しくは関市選挙管理委員会までお問い合わせ
ください。

入場券
　　告示日から順次、世帯ごとに投票所入場券を発送します。入場券は4人分を1通の圧着封筒としています。（例
えば5人世帯は 2通の圧着封筒が届きます。）また、封筒を開くとミシン目がありますので、世帯員ごとに切
り取ってお持ちください。
　　入場券を紛失した、または入場券が届く前に期日前投票をする場合は、投票所で係員にお伝えください。

期日前投票制度
　　投票日当日に投票所に行くことができない人は、その事由を宣誓することで投票日前に投票ができます。ど
の期日前投票所でも投票ができますので、次のような事由に当てはまる人はご利用ください。
○投票日当日に冠婚葬祭や仕事に従事する予定の人
○旅行や私用により、投票日当日に指定された投票区域内にいない見込みの人
○病気などにより投票所へ行くことが困難である人　　など

岐阜県知事選挙

※一部の投票所では閉鎖時刻を繰上げ（別表）
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